
 

貝塚市企業立地促進奨励金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、貝塚市補助金等交付規則（平成 18年貝塚市規則第３号）に定めるもののほ

か、市内に立地を希望する企業等に対し、立地を促進するための奨励措置を講ずることにより、

市の産業の活性化を図り、もって新規雇用の創出等による市民生活の向上に資することを目的

として交付する貝塚市企業立地促進奨励金（以下「奨励金」という。）について必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 企業等 事業活動を行う法人又は個人事業主をいう。 

(２) 指定企業 奨励金の交付の対象となる企業等をいう。 

(３) 対象土地 市内に所在し、自己の事業所の用に供することを目的として令和７年４月１

日以降に新たに取得し、又は借り受けた敷地面積 1,000 平方メートル以上の土地をいう。

ただし、当該土地が、奨励金の対象となる固定資産税、都市計画税及び賃借料に対する他

の補助金、奨励金等の交付、及び減免その他の優遇措置の対象となっている場合を除く。 

(４) 対象家屋 市内に所在し、自己の事業所の用に供することを目的として令和７年４月１

日以降に新たに取得した延床面積 1,000平方メートル以上の家屋（建築基準法（昭和 25年

法律第 201号）その他関係法令の規定を満たしているもの）をいう。ただし、当該家屋が、

奨励金の対象となる固定資産税及び都市計画税に対する他の補助金、奨励金等の交付、減

免その他の優遇措置の対象となっている場合を除く。 

（指定企業の要件） 

第３条 次の各号のいずれにも該当する場合は、指定企業の申請をすることができる。 

(１) 次のいずれかに該当する企業等 

 ア 自己の事業所（日本標準産業分類（令和５年総務省告示第 256号）に定義される事業

所。ただし住居を除く。）の用に供するため対象土地を取得し、若しくは借り受けて家屋

を取得した企業等、又は市内に所在する土地（対象土地を除く。）を取得し、若しくは借

り受けて対象家屋を取得した企業等 

イ アに該当する企業等のうち、取得し、又は借り受けた土地が貝塚市立地適正化計画（以

下「立地適正化計画」という。）における都市機能誘導区域にあり、取得した家屋を誘導

施設の用に供する企業等  

(２) 次のいずれにも該当する企業等 

 ア 日本標準産業分類（令和５年総務省告示第 256号）の大分類項目のうち、Ａ農業・林業、

Ｄ建設業、Ｅ製造業、Ｇ情報通信業、Ｈ運輸業、郵便業、Ｉ卸売業・小売業、Ｊ金融業・保

険業、Ｋ不動産業、物品賃貸業、Ｌ学術研究、専門・技術サービス業、Ｍ宿泊業、飲食サー

ビス業、Ｎ生活関連サービス業・娯楽業、Ｏ教育・学習支援業、Ｐ医療・福祉、Ｑ複合サー

ビス事業（前号アに該当する場合にあっては、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設に係

る業種）に該当する事業を営むもの、その他市長が必要と認める事業を営むものであるこ

と。ただし、国又は地方公共団体が出資による権利を有する企業等でないこと。 

 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）に規定す



 

る事業を営んでいないこと。 

 ウ 貝塚市暴力団排除条例（平成 24年貝塚市条例第 23号）第２条第１号に規定する暴力団、

同条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

（奨励措置） 

第４条 市長は、第１条に規定する目的を達成するため、指定企業に対し、奨励金を交付するこ

とができる。 

 （指定企業の指定の申請及び決定） 

第５条 指定企業の指定を受けようとする企業等は、第３条の規定に該当したときは速やかに、

貝塚市企業立地促進奨励金指定企業申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申

請しなければならない。 

(１) 法人登記事項証明書 

(２) 対象土地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し 

(３) 対象家屋の計画設計概要書又は売買契約書の写し及び建築確認申請の検査済証の写し 

(４) 誓約書（様式第２号） 

(５) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査の上、指定の可否を決定

し、貝塚市企業立地促進奨励金指定企業可否決定通知書（様式第３号）により申請者に通知す

るものとする。 

３ 指定企業は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める届出書により、

直ちに市長に届け出なければならない。 

(１) 家屋の建設に着手したとき 貝塚市企業立地促進奨励金建設着工届（様式第４号） 

(２) 操業を開始したとき 貝塚市企業立地促進奨励金操業開始届（様式第５号） 

４ 指定企業は、第１項の規定により、市長に提出した申請書又はその添付書類の内容に変更が

あったときは、書面により、直ちに市長に届け出なければならない。 

（奨励金の額） 

第６条 奨励金の額は、毎年度予算に定める範囲内で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める額の合計額（その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

とする。 

(１) 対象家屋 当該家屋に対して課され、かつ、納付された固定資産税及び都市計画税（奨

励金の交付年度に係るもの。以下この項において同じ。）の年税額の２分の１に相当する

額（当該額が 100万円を超えるときは、100万円）。 

(２) 取得した対象土地 当該土地に対して課され、かつ、納付された固定資産税及び都市計

画税の年税額の２分の１に相当する額（当該額が 100万円を超えるときは、100万円）。 

(３) 借り受けた対象土地 当該土地に係る賃借料の年額（申請年度の前年度の１月分から当

該年度の 12月分までとして支払った額）の２分の１に相当する額（当該額が 100万円を

超えるときは、100万円）。 



 

２ 第３条第２号イに該当するものに係る前項の規定の適用については、同項第１号から第３号

までの規定中「２分の１」とあるのは「３分の２」と、「100万円」とあるのは「130万円」

とする。 

３ 一の年度において、第１項第２号及び第３号のいずれにも該当することとなる土地に係る当

該年度における同項第２号及び第３号の規定の適用については、これらに規定する額のいずれ

か大きい額のみを適用する。 

（交付期間） 

第７条 奨励金の交付期間は、次の各号のいずれかに該当した年度から３年間とする。ただし、

当該期間中に、第３条第２号に規定する指定企業の要件に該当しなくなったとき、又は対象土

地若しくは対象家屋において事業を行わなくなったときは、この限りでない。 

(１) 対象土地を敷地とする自己の事業所の用に供する家屋に係る固定資産税が課税された最

初の年度 

 (２) 市内に取得し、又は借り受けた土地（対象土地を除く。）を敷地とする対象家屋に係る

固定資産税が課税された最初の年度 

２ 対象土地について、前項本文の規定による奨励金の交付期間中に前条第１項第２号又は第３

号に掲げる種別の変更があった場合の当該土地に係る奨励金の交付期間は、当該変更前に決定

した奨励金交付期間の初年度から３年間とする。 

（奨励金の交付申請） 

第８条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定める期日

までに、貝塚市企業立地促進奨励金交付申請書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて市長

に申請しなければならない。 

(１) 対象土地及び対象家屋に係る固定資産税納税通知書の写し及び固定資産税納税証明書

（借地の場合は、奨励金の交付期間に係る賃貸借契約書の写し及び賃借料を支払ったこと

が証明できる書類） 

(２) 対象土地及び対象家屋に係る登記事項証明書（初回の奨励金の交付申請時に限る。次号

において同じ。） 

(３) 対象土地及び対象家屋の面積が確認できる図面 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（奨励金の交付の決定） 

第９条 市長は、奨励金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応

じて行う現地調査等により、その交付の可否を決定し、貝塚市企業立地促進奨励金交付決定通

知書（様式第７号。以下「交付決定通知書」という。）又は貝塚市企業立地促進奨励金不交付決

定通知書（様式第８号）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により行う書類審査、現地調査等において、市長が必要と認めるときは、申請者

に対し、報告を求めることができる。 

 （奨励金の交付の条件） 

第 10条 市長は、奨励金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。 

 (１) 奨励金をその目的以外に使用してはならないこと。 

 (２) 指定企業の指定又は奨励金の交付の申請の内容を変更する場合（市長が定める軽微な変



 

更を除く。）においては、市長に届け出ること。 

 (３) 奨励金に係る事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市長に届け出るこ

と。 

 (４) この要綱その他関係法令を遵守すること。 

 （申請の取下げ） 

第 11 条 交付決定通知書を受けた者（以下「交付対象者」という。）は、交付決定通知書の内容

又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受け取った日から 14日以内に

貝塚市企業立地促進奨励金取下書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る奨励金の交付の決定は、行

われなかったものとみなす。 

（奨励金の交付の請求） 

第 12条 指定企業は、交付決定通知書を受けた場合において、奨励金の交付を受けようとすると

きは、交付決定の日から 30日を経過する日又は交付申請日の属する会計年度の３月末日（同日

が休日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日）のいずれか早

い日までに、貝塚市企業立地促進奨励金交付請求書（様式第 10号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。 

（指定等の取消し） 

第 13条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定企業の指定

又は奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により指定企業の指定又は奨励金の交付の決定を受けたとき。 

(２) 第３条第２号に規定する指定企業の要件に該当しなくなったとき。 

(３) この要綱その他関係法令に違反したとき。 

(４) その他市長が指定企業の指定又は奨励金の交付をすることを不適当と認めたとき。 

２ 市長は、指定企業の指定又は奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、貝塚市

企業立地促進奨励金指定企業指定取消通知書（様式第 11号）又は貝塚市企業立地促進奨励金交

付決定取消通知書（様式第 12号）により交付対象者に通知するものとする。 

（奨励金の返還） 

第 14条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合におい

て、既に奨励金が交付されているときは、貝塚市企業立地促進奨励金返還命令書（様式第 13号）

により、交付対象者に期限を決めて返還を命ずるものとする。 

（加算金及び延滞金） 

第 15条 交付対象者は、第 13条の規定により奨励金の交付の決定を取り消された場合において、

奨励金の返還を命じられたときは、その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数

に応じ、当該奨励金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額

を控除した額）につき年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければなら

ない。 

２ 交付対象者は、奨励金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95 パーセントの割合で計



 

算した延滞金を市に納付しなければならない。 

３ 市長は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、交付対象者の申

請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

４ 交付対象者は、加算金又は延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、貝塚市

企業立地促進奨励金加算金・延滞金免除申請書（様式第 14号）を市長に提出しなければならな

い。 

５ 市長は、前項の申請があり、やむを得ない事情があると認め、加算金又は延滞金の全部又は

一部を免除しようとするときは、貝塚市企業立地促進奨励金加算金・延滞金免除承認通知書（様

式第 15号）により、交付対象者に通知するものとする。 

（書類の保存） 

第 16条 交付対象者は、奨励金に関する書類及び帳簿等の関係書類を奨励金を交付した日の属す

る会計年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

（補則） 

第 17条 この要綱に定めるもののほか、奨励金に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


